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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て

い
る
人
が
、
社
会
保
険
に
加
入
し
た
り
被

扶
養
者
と
な
っ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
国

保
の
脱
退
手
続
き
が
必
要
で
す
。
14
日
以

内
に
本
人
か
家
族
が
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

国
保
加
入
者
で
、
本
人
の
年
収
が
１
３

０
万
円
未
満
（
60
歳
以
上
は
１
８
０
万
円

未
満
）
で
あ
れ
ば
、
家
族
が
加
入
し
て
い

る
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に
該
当
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
家
族
が
勤
務
す
る

会
社
な
ど
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
☎
８
９

０
│
６
２
５
０
へ
。

　

建
築
基
準
法
で
は
、
道
路
幅
が
４
㍍
未

満
の
場
合
は
中
心
か
ら
２
㍍
、
水
路
な
ど

が
あ
る
場
合
は
一
方
向
に
４
㍍
の
線
を
道

路
の
境
界
線
と
見
な
し
ま
す
。
こ
れ
を
後

退
道
路
と
い
い
、建
築
物
の
新
築
・
改
築
・

増
築
を
す
る
場
合
、
建
築
物
お
よ
び
付
属

す
る
門
・
塀
・
擁
壁
な
ど
を
後
退
道
路
に

突
き
出
し
て
造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

  

市
で
は
後
退
道
路
の
位
置
を
明
確
に
す

る
た
め
、
建
築
確
認
申
請
を
す
る
時
な
ど

に
後
退
く
い
の
設
置
を
お
願
い
し
、
後
退

く
い
を
無
料
で
支
給
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

後
退
部
分
の
土
地
を
市
に
寄
付
ま
た
は
無

償
で
貸
す
条
件
で
、
市
が
整
備
を
行
い
一

般
の
通
行
に
利
用
し
ま
す
。
寄
付
の
場
合

は
、
測
量
・
分
筆
・
登
記
を
市
が
行
い
寄

付
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

〇
…
問
い
合
わ
せ
は
建
築
指
導
課
☎
８
９

０
│
６
７
５
２
へ
。

　

樋
越
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業

計
画
を
変
更
。
主
な
変
更
点
は
、
施
行
期

間
の
延
伸
、設
計
概
要
の
変
更
な
ど
で
す
。

こ
の
計
画
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
５
日
㈭
〜
６
月
18
日
㈬
、
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

会
場
＝
樋
越
南
部
土
地
区
画
整
理
組
合
現

地
事
務
所
（
樋
越
町
）

そ
の
他
＝
変
更
計
画
案
に
つ
い
て
意
見
の

あ
る
人
は
、
７
月
２
日
㈬
ま
で
に
市
長
あ

て
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
所
☎
０
９
０
│
４

９
１
５
│
０
０
４
１
へ
。

　

特
別
市
営
住
宅
「
住
吉
第
一
団
地
」
の

入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
交
通
の
便

や
生
活
環
境
は
大
変
良
好
で
す
。

□
団
地
の
概
要

所
在
地
＝
住
吉
町
一
丁
目

設
備
＝
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
。
浴
槽
・
ガ

ス
給
湯
器
な
ど
は
入
居
者
が
設
置

駐
車
場
＝
全
戸
分
は
あ
り
ま
せ
ん

間
取
り
・
家
賃
＝
〈
３
Ｄ
Ｋ
〉
５
万
８
，

５
０
０
円
、
６
万
１
，
６
０
０
円
〈
４
Ｄ

Ｋ
〉
６
万
８
，
６
０
０
円　

こ
の
ほ
か
に
共
益
費
と
、
駐
車
場
利
用
者

は
そ
の
使
用
料
が
掛
か
り
ま
す
。

□
入
居
資
格

　

不
動
産
を
所
有
し
て
い
な
い
、
基
準
月

収
額
が
20
万
円
以
上
60
万
１
，
０
０
０
円

以
下
で
２
人
以
上
の
世
帯
、
な
ど
の
条
件

を
満
た
す
人
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
を
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
建
築
住
宅
課
☎
８
９

０
│
６
８
３
３
へ
。

□
自
死
遺
族
相
談

　

家
族
を
自
死
で
亡
く
し
た
人
の
た
め
の

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
抱
え
込

ま
ず
、
ぜ
ひ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
毎
月
第
１
火
曜
、
午
前
９
時
〜
正

午

会
場
＝
県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン
タ
ー
（
野

中
町
）

申
し
込
み
＝
同
セ
ン
タ
ー
☎
２
６
３
│
１

１
６
６
へ

□
プ
ロ
が
語
る　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動

　
さ
い
た
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事・

越
河
澄
子
さ
ん
を
招
き
「
持
続
可
能
な
Ｎ

Ｐ
Ｏ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
〜
実
践
的
経
験
論
」

を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
16
日
㈪
午
後
６
時
〜
７
時
30

分会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
３
階
ホ
ー

ル対
象
＝
一
般
、
先
着
１
０
０
人

申
し
込
み
＝
当
日
会
場
へ
直
接

○
…
問
い
合
わ
せ
は
市
民
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
２
１
０
│
２
１
９
６
へ
。

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
①
６
月
８
日
㈰
②
６
月
15
日
㈰
③

６
月
17
日
㈫
、
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
①
は
南
橘
公
民
館
②
は
総
合
福
祉

会
館（
日
吉
町
二
丁
目
）③
は
城
南
公
民
館

○
…
問
い
合
わ
せ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
☎
２
３
２
│
３
８
４
８
へ
。

□
市
民
の
茶
席

６
月
15
日
㈰
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
、

前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
・
３
階
ホ
ワ
イ
エ
。

当
番
は
前
橋
茶
道
会
の
石
井
宗
恭
さ
ん

（
☎
２
５
１
│
３
５
２
０
）

□
市
民
献
血

６
月
16
日
㈪
＝
①
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、

粕
川
支
所
②
午
後
２
時
〜
４
時
、
宮
城
保

健
セ
ン
タ
ー

　

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
は
６
月
９

日
㈪
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
主
な
変
更

点
は
左
表
の
と
お
り
。

　

生
活
保
護
や
災
害
被
害
を
受
け
た
場
合

な
ど
特
別
の
事
由
で
納
税
が
困
難
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
市
・
県
民
税
が
減
免

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
日
の

７
日
前
ま
で
に
市
民
税
課
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

□
平
成
19
年
度
分
市
・
県
民
税
減
額
の
申

告
　

平
成
18
年
中
に
一
定
の
所
得
が
あ
り
平

成
19
年
中
に
所
得
が
大
き
く
減
少
し
所
得

税
が
掛
か
ら
な
く
な
っ
た
人
に
は
、
平
成

19
年
度
の
市
・
県
民
税
が
減
額
ま
た
は
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
に

は
６
月
中
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

７
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭
に
減
額
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
19
年
１
月
２

日
以
降
に
本
市
へ
転
入
し
た
人
は
、
平
成

19
年
１
月
１
日
時
点
に
住
民
登
録
を
し
て

い
た
自
治
体
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
市
民
税
課
☎
８
９
０

│
６
２
０
３
へ
。

　

市
税
は
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
ま
で
に
、
金

融
機
関
ま
た
は
市
役
所
収
納
課
、
各
支

所
・
出
張
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

を
除
く
）、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
ま
し
ょ
う
。

□
便
利
な
口
座
振
替

　

納
税
に
は
安
全
で
確
実
な
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。
預
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機

関
へ
、
通
帳
・
届
け
出
印
・
納
税
通
知
書

を
用
意
し
て
直
接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□
納
税
通
知
書
を
紛
失
し
た
と
き

　

市
・
県
民
税
や
軽
自
動
車
税
は
市
民
税

課
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
資
産

税
課
、
国
民
健
康
保
険
税
は
国
保
年
金
課

で
再
発
行
し
ま
す
。

□
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

　

期
限
ま
で
に
市
税
を
納
め
な
い
こ
と
を

滞
納
と
い
い
、
滞
納
す
る
と
定
め
ら
れ
た

率
で
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
計
画
的

に
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
収
納
課
☎
８
９
０
│

６
２
２
６
へ
。

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、

毎
月
第
３
日
曜
に
納
税
相
談
窓
口
を
開
き

ま
す
。

時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
☎
８
９
０
│
６

２
３
３
へ
。

市
・
県
民
税
第
一
期
＝
６
月
30
日
㈪
ま
で

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
６
月
か
ら
10
月
ま

で
の
間
に
す
べ
て
の
現
役
加
入
者
へ
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
」
を
送
り
ま
す
。
国
民
年

金
加
入
者
に
は
本
人
の
住
所
へ
、
厚
生
年

金
加
入
者
に
は
勤
務
先
を
通
し
て
順
次
送

り
ま
す
。
年
金
記
録
に
漏
れ
や
間
違
い
が

な
い
か
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
平
成
８

年
以
前
に
旧
姓
で
年
金
に
加
入
し
て
い
た

人
は
、
特
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
ね
ん
き
ん
特
別
便
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
│
０
５
８
│
５

５
５
、
前
橋
社
会
保
険
事
務
所
☎
２
３
１

│
１
７
０
６
へ
。

I N F O R M A T I O N

ミ
ニ
情
報

国　

保

都
市
計
画

社
会
保
険
に
入
っ
た
ら

国
保
脱
退
手
続
き
を

後
退
く
い
の
設
置

整
備
に
協
力
を

住
吉
第
一
団
地
の

入
居
者
を
募
集
中

樋
越
南
部
区
画
整
理

事
業
計
画
書
を
縦
覧

期
限
を
守
っ
て

計
画
的
に
納
税
を

納
税
の
相
談

第
３
日
曜
も
開
設

現
役
加
入
者
へ

年
金
記
録
を
送
付

市
・
県
民
税
の
通
知

確
認
し
て
く
だ
さ
い

税

年　

金

とても住みやすい環境です

納税通知書の確認を

傍聴しませんか
教育委員会定例会など
□教育委員会６月定例会

日時＝６月11日㈬午後３時
会場＝市役所31会議室
対象＝一般、先着10人
申し込み＝当日午後２時30分～
２時50分に会場へ直接　
○…問い合わせは教育委員会総
務課☎890-5802へ。
□健康づくり推進協議会（第１回

健康まえばし21計画推進部会）

日時＝６月16日㈪午後１時30分
～３時30分
会場＝前橋保健センター
対象＝一般、先着５人
申し込み＝当日午後１時15分～
30分に会場へ直接
○…問い合わせは同センター☎
223-8844へ。

市・県民税の主な変更点

項　　　目 変　更　内　容

住宅借入金等特
別控除

税源移譲により所得税から住
宅ローン控除を引ききれない
場合、市・県民税から控除し
ます

65歳以上で前年所
得125万円以下の
人の非課税措置

段階的に行われた軽減措置が
終了しました

６
月
の
納
税

　本市の財務事務などについて、監査結果を公表。市
役所情報公開コーナー、各支所・公民館などで閲覧で
きるほか、本市ホームページにも掲載しています。
○…問い合わせは監査委員事務局☎890-6636へ。

監査結果

閲覧できます


